
国道４３号通行ルールの定着に向けて

通行ルールについて、継続的に周知に努め、協力を求めていく

国道４３号にはドライバーの方に「環境レーン」を案内する

◆現地標示物の認知度◆環境レーンの認知度

「環境レーン」に関する国道４３号通行（大型車）ドライバー アンケート結果※

（１） 広報の充実

（２） 法令・規制遵守への取り組み強化
実効性を高める施策
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国道４３号に設けている環境レーンはご存じですか？
国道４３号にはドライバーの方に「環境レーン」を案内する
様々な標示物を設置しています。ご存じですか？

どの標示物を見たことがありますか？

88% 8% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=168 知っている 知らない

無回答

85% 13% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=168 知っている 知らない

無回答

広報ﾄﾗｯｸ等
の広報誌

30%

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

17%
新聞広告

5%

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

3%

事業所又は
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰから

22%

その他
（現地表示等）

35%

無回答

10%

0%
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30%

40%
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複数回答

中央側看板

41%

路側看板
（遮音壁）

39%

横断幕

30%

路面標示

45%

道路情報板

19%

無回答

16%
0%
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30%

40%

50% N=168
複数回答

知ったきっかけは？

※大阪府トラック協会・兵庫県トラック協会の会員１６８名 （平成２５年１月調査）
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現地広報の追加

○横断幕の追加

・国道４３号側 ２０枚 （計５９枚）

４８枚 （計８７枚）

国土交通省

１．０ｍ×５～１０ｍ （現況は0.8m×5m）

（ ）は対策後の合計枚数

・交差道路側 ２８枚 （計２８枚） ＊取り替え１３枚含む。交差道路側スロープ部へ移設

・目立つよう、幕のサイズを拡大
・メッシュではなく、透けない生地
・文字が目立つよう濃い背景色

１．０ｍ×５～１０ｍ （現況は0.8m×5m）

＊

国土交通省

※新横断幕の改善点

１．０ｍ×５～８ｍ
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■ 新横断幕設置イメージ（交差道路側）

横断幕設置イメージ

■ 新横断幕設置イメージ（国道４３号）

国土交通省国土交通省
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■ 既設横断幕の移設イメージ（スロープ部）

国土交通
省

国土交通
省
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： 『環境ロードプライシング実施中』 １２箇所

武
庫
川

横断幕設置箇所（国道４３号）

： 『阪神高速５号湾岸線のご利用を』 １０箇所

： 『環境レーン 大型車は中央寄りへ』（新）２５箇所

： 『ふんわりアクセルでゆっくり発進』 ２箇所

： 『ディーゼル自動車運行規制』 ２箇所

： 『阪神高速５号湾岸線のご利用を』（新） ８箇所
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阪神高速5号湾岸線

ユニバーサルシティ

：ランプ

：国道43号

：アクセス路

：横断歩道橋

：横断幕設置歩道橋

凡例
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川
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：『環境レーン 大型車は中央寄りへ』１３箇所（移設）

：『大型車は中央寄りへ』（新） １５箇所
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阪神高速5号湾岸線

ユニバーサルシティ

：ランプ

：国道43号

：アクセス路

：横断歩道橋

：横断幕設置歩道橋
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路側看板の追加

新規設置検討箇所 １２箇所

上り線 ６枚 （計１２枚）
下り線 ６枚 （計１２枚）

○ 路側看板の追加 １２枚 （計２４枚）

遮音壁（透光板型）の上部に設置

（ ）は対策後の合計枚数

：既設 １２箇所
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現地広報の追加

更新する立て看板

■更新案

○ 中央側立て看板更新 ４６枚

４６枚

① ② ③ ④
標示内容を変更

設置箇所に応じて以下の看板を設置

引き続き設置する
立て看板

７６枚
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阪神高速5号湾岸線

ユニバーサルシティ

：ランプ

：国道43号

：アクセス路

：横断歩道橋

：横断幕設置歩道橋

凡例
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大気情報の提供

・平成24年11月より湾岸線への迂回促進のためＮＯ2濃度をホームページで公開

・パンフレットの配布等により広報を実施

・今後、情報提供方法の拡大（メール配信、表示道路情報板の拡充等）を検討

大気情報提供ＨＰを広報するパンフレット 約１２万部配布
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違反車に関する取り組み

国道４３号では引き続き、重点的に取り組みを実施

○自動取締り装置を利用した違反車両への指導警告

○合同街頭検査（尼崎地区ディーゼル車排ガスクリーンキャンペーン）を実施

・特殊車両通行許可違反
・積載違反等
・排気黒煙検査及び不正軽油検査

※上記に加え、ディーゼル自動車等運行規制（県条例）の街頭検査も実施

※赤字 新規の取り組み

○自動取締り装置を利用した違反車両への指導警告

○兵庫県警へ重量違反車両の情報を提供

・国土交通省と阪神高速道路㈱合同で兵庫県警に軸重データの提供

○ディーゼル自動車等運行規制（兵庫県条例）取締への情報を提供

※指導警告基準の見直し、指導等の徹底（次ページ参照）

○その他

・特殊車両通行許可申請者に対して環境レーンを避けた通行への協力を依頼
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特殊車両の違反通行に関する指導・取締り

１．繰り返し特殊車両を違法に通行させた者等に対する行政指導

繰り返し特殊車両を違法に通行させた者等を国道事務所等に呼び出して対面で

是正指導書を手交し、是正措置を講じることを指導。

・総重量違反車両は、道路の保全のみならず、環境への影響も大きい

・違反車両が依然として約３割通行→指導・取締りの実効性をさらに向上させる

■指導内容の変更 「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準の細部取り扱いについて」より※ ※
(旧「特殊車両の通行に関する指導取締要領」）

２．行政指導内容の公表

３．許可の取消し、告発

車両重量自動計測装置の計測結果

※総重量制限を超えない車両とは、適法に通行している
車両と特殊車両通行許可申請すれば適法となる車両

是正指導を繰り返し受けたにもかかわらず、是正に応じない場合は、

弁明の機会を付与したうえ、再び是正指導を実施し、
その名称及び是正指導内容等を公表。

違反して特殊車両を通行させ重大な事故等を起こした
場合や常習的に違反している場合等は聴聞を行った上
で、許可を取り消し、名称及び取消内容等を公表。

また、そのような特殊車両を通行させた者を告発。
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第１４回交通需要軽減キャンペーンの実施

自動車交通に起因する環境負荷を軽減するため、道路利用者に阪神高速５号湾岸
線等への迂回やエコドライブ実施等の協力を要請する、『第１４回交通需要軽減
キャンぺーン』を実施しました。

本キャンペーン期間中には、特殊車両通行許可違反の指導取締り、排気黒煙検査
等の指導取締り、積載違反等の指導取締りを行う「尼崎地区ディーゼル車排ガスク
リーンキャンペーン」等も併せて３回実施しました。

○実施期間
平成２５年２月１日（金）～２月２８日（木）

○実施機関
近畿地方整備局、近畿運輸局、阪神高速道路(株)、兵庫県警察
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近畿地方整備局、近畿運輸局、阪神高速道路(株)、兵庫県警察

○取り組み内容
①キャンペーン期間中、各種媒体を活用し湾岸線への迂回を呼びかけ

道路情報板及び交通情報板、看板、垂れ幕・横断幕、国道事務所道路情報
テレホンサービス、ミニFM放送局、道路情報ラジオ、ホームページ掲載

②トラック協会・商工会議所等へ協力依頼要請
③チラシ等の配布

トラック協会・商工会議所会員事業所への配布、ETCコーポレートカード
利用料金請求書への同封、阪神高速道路パーキングエリアでの配布、
関係機関窓口での配布

④『尼崎地区ディーゼル車排ガスクリーンキャンペーン』等の実施
・２回実施（国道４３号西向島計量所）
・不正軽油検査等の指導取締り、排気黒煙検査、特殊車両通行許可違反の
取締り、積載違反の指導取締り

※合わせて国道４３号西宮市染殿基地においても合同取締りを１回実施


